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佐賀県産業イノベーションセンター 

ものづくり企業イノベーション促進事業費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 佐賀県産業イノベーションセンターものづくり企業イノベーション促進事業費補助金に

ついては、ものづくり企業イノベーション促進事業費補助金交付要綱（令和２年 10月６日付け

もの第 1116 号。以下「交付要綱」という。）、ものづくり企業イノベーション促進事業実施要領

（令和２年 10月６日付けもの第 1116 号。以下「実施要領」という。）及びこの要領に定めると

ころによる。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） ものづくりとは、総務省日本標準産業分類における「大分類Ｅ 製造業」に規定する業務 

又は以下の業務をいう。 

ア 有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えた新たな製品の製造を行い、自社製 

品の販売を行う業務 

イ 製品企画等を業務であって、生産設備は持たないものの OEM 委託生産等により、自社

製品の販売を行う業務 

(2) 前号ア及びイに規定した業務の内、以下の業務は、対象から除外する。 

ア 単に製品を選別する業務及び包装の作業を行う業務 

イ 土地に定着する工作物を建築する業務 

ウ 自動車整備、機械等修理等を含む物品の整備・修理に係る技能・技術を提供するサー

ビスを行う業務とし、以下の業務は対象から除外 

(ｱ) 船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造（自家用を除く）を行う業務 

(ｲ) 航空機及び航空機用原動機のオーバーホールを行う業務 

(ｳ) 金属機械又は金属加工機械をすえ付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工と修

理を行う業務 

エ 総務省日本標準産業分類「大分類Ｍ 宿泊業，飲食サービス業」に規定された業務 

(3) 中小企業者とは、中小企業基本法（昭和 38 年(1963 年)法律第 154 号）第２条第１項各号

のいずれかに該当する者をいう。ただし、次のアからウのいずれかに該当する中小企業者は

除く。 

  ア 発行済み株式の総数又は出資金額の総数の２分の１以上を同一の大企業が所有してい 

   る中小企業者 

  イ 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小

企業者 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小 

   企業者 

(4) 補助事業とは、所長がものづくり事業者から提出を受けた計画の内容に基づき審査をした

うえで、当該事業が補助金交付の対象として適当であると認めた事業をいう。 

(5) 補助事業者とは、補助事業を実施するものづくり事業者をいう。 

(6) 補助金とは、所長が補助事業者に交付する補助金をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、佐賀県内において生産や研究開発、製品企画等の事業又は業務を行い、

製造者又は販売者となる製品を有しているものづくり事業者とする。 

２ 補助対象者及び本事業において当該者と連携して事業計画を行う予定である者は、自己又は

自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年（1991 年）法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。） 
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(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

３ 補助対象者及び本事業において当該者と連携して事業計画を行う予定である者は、前項第２

号から第７号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

であってはならない。 

４ 所長は、第７条に規定する申請者及び当該申請者と連携して事業計画を行う予定である者か

ら提出を受けた誓約書に基づき、県に対して佐賀県警察本部に照会を行う。 

 

（交付対象事業） 

第４条 補助金の交付対象事業は、ものづくり事業者が佐賀県内に事業所を有している外部のク

リエイター又はデザイナーと連携して「ものづくり×クリエイティブ」を基本的なコンセプト

とした「夢」「志」「新しい試み」へ挑戦し、これまでのビジネスモデルから一歩踏み出すため

に新たに取り組む次の各号に掲げるものとする。 

(1) ものづくり事業者の認知度向上を目的として新たに実施するブランディングやプロモー

ション 

(2) ものづくり事業者が 

保有する技術の認知度及び訴求力向上や、自社製品の販売促進を目的として新たに実施するブ

ランディングやプロモーション 

(3) オンライン型直接販売（BtoB タイプの直接販売や BtoC タイプの EC マーケット等）に対

応するための環境整備 

(4) ものづくり事業者が保有する技術や製品等に新たな価値を付すための技術開発や製品等

の開発（補助事業に係る計画が生産を目的とした設備投資を除く。） 

(5) 前各号に掲げるもののほかものづくり事業者が新たに取り組む事業革新やビジネスモデ

ルとして所長が認めたもの 

２ 補助事業の事業実施期間は、補助事業の交付決定が行われた日から、令和７年２月末日まで

とする。 

 

（補助金の上限額及び補助率） 

第５条 補助金の上限額は 200 万円とし、補助率は補助対象経費の３分の２以内とする。 

 

（補助の対象となる経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、別表第１に掲げるものとする。 

２ 別表第２に掲げる経費は、補助事業の対象として認めない。 

３ 補助事業者は、国若しくは地方自治体又は民間団体等により事業の委託又は補助金の交付決

定を受けている事業があるときは、当該事業を補助事業とすることはできない。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の申請をしようとする者（第３項において「申請者」という。）は、所長に対し交

付申請書（様式第１号）に補助事業計画書（様式第１号の２）、企業情報報告書（様式第１号の

３）及び会社概要がわかるパンフレット等を添えて提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は、所長が別に定める期日までとし、その提出部数は１

部とする。 

３ 申請者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108 号）の規定により

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額
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をいう。）がある場合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについ

ては、この限りではない。 

 

（補助金の交付の決定等） 

第８条 所長は、前条１項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査

し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、その旨を

当該申請書を提出した者（以下「補助事業者」という。）に通知するとともに、審査の結果交付

すべきと認めなかったものに対して、その旨通知するものとする。 

２ 所長は、前項において、適正な交付の決定を行うため必要な場合は、補助金の交付の申請に

係る事項につき必要な条件等を加えて交付の決定をすることができる。 

 

（補助金の交付の条件） 

第９条 補助金の交付に付する条件は交付要綱第６条に定めるもののほか、次の各号に掲げると

おりとする。 

(1) 法令、佐賀県補助金等交付規則（昭和 53 年佐賀県規則第 13 号。以下「規則」という。）

及びこの要領の規定に従うこと。 

(2) 交付要綱第６条第１項第３号の規定により、補助金の交付を受ける事業者は、県内の事業

者を優先的に活用することとし、県外の事業者から調達するときは、当該事業者に発注等契

約に類する行為を行う前までに入札等に県外企業の参加を可能にした理由書（様式第２号）

及び県外企業と契約する理由書（様式第３号）を提出すること。 

(3) 物品等の一度の購入（一度の見積書において購入する場合等をいう。）において、当該物

品等の税込購入金額が 10 万円以上のときは、２社以上の見積り合わせを行うことにより購

入する事業者を選定すること。 

(4) 前号の規定にかかわらず、物品等の税込購入金額が 10 万円以上であり、かつ当該物品を

納入可能な事業者が１社のみであり、２社以上から見積書を徴することができない等、見積

り合わせを実施することができないときは、一社随意契約理由書（様式第４号）を作成し、

事務局に提出し協議を行うこと。 

(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止承認申請書（様式第５号）又は廃

止承認申請書（様式第６号）により所長の承認を受けること。 

(6) 規則第８条第２項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一

部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。 

(7) 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金等の交

付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

(8) 補助金により取得した財産の処分は、「ものづくり産業課が所管する補助事業等により取

得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」（平成 31 年３月８日付けもの第

2701 号。第 17条第１項において「財産の処分の取扱い」という。）に基づくものとする。 

 

（補助事業の内容の変更等） 

第 10 条 補助事業に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更する場合は、変更承認申請書

（様式第７号）に変更補助事業計画書（様式第７号の２）及び変更事業経費積算書（様式第７

号の３）を添付し所長の承認を受けること。なお、既に交付決定した金額の増額は認めない。 

２ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に該当するものについては、所長の承認を不要とする。 

(1) 事業担当者の変更（代表者と事業担当者が異なる場合に限る。） 

(2) 補助事業に要する経費の増額（既に交付決定した金額の増額を伴わない場合に限る。） 

(3) 交付決定時の補助金の額の 30パーセント以内の減額 

(4) 交付決定時の補助事業に係る支出計画のうち、補助対象経費の合計額の 30 パーセント以

内の経費の区分の変更 

(5) その他所長が認めるもの 
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（申請の取下げ） 

第 11 条 補助金の申請の取下げは、取下げ届出書（様式第８号）によるものとする。 

２ 前項の取下げをすることができる期間は、交付決定の日から 20日以内とする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 12 条 所長は、規則第 16 条に定めるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定から相当の期間を経過しても補助事業に着手しないとき。 

(3) 補助事業の完了の前に補助事業を中止又は廃止したとき。 

(4) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。 

(5) 補助金を他の用途へ使用したとき。 

(6) 補助事業者について第３条第２項各号及び第３項の規定に該当すると判明したとき。 

(7) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付の条件又は法令に違反したとき。 

２ 所長は、前項の規定により取消しの決定を行った場合は、書面により補助事業者に通知する

ものとする。 

３ 第１項の規定は、補助金を交付した後についても適用する。 

 

（実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、

実績報告書（様式第９号）に事業実施結果報告書（様式第９号の２）、事業経費実績書（様式第

９号の３）及び関係書類を添えて所長に提出しなければならない。 

２ 税抜単価が 50万円以上の物件が補助事業の対象物件である場合は、前項に規定する書類に加

えて、取得物件一覧表（様式第９号の４）を提出しなければならない。 

３ 第１項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了後１か月以内又は補助金の交付決定に係

る会計年度２月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は１部とする。ただし、２月末日が

土曜日、日曜日又は祝日である場合は、直前の開庁日を提出期限とする。 

４ 第７条第３項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出

するにあたって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、これを補助金か

ら減額して報告しなければならない。 

５ 第７条第３項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出

した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定し

た場合は、その金額を消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書（様式第 10 号）により速

やかに所長に報告するとともに、所長の返還命令を受けて、当該消費税等仕入控除税額の全額

又は一部を返還しなければならない。 

  

（完了検査） 

第 14 条 補助事業者は、前条第１項の実績報告書を提出した後、完了検査を受けなければならず、

当該検査についてはものづくり産業課所管の補助事業等に関する検査要領（平成 31 年３月８日

付けもの第 2701 号）の規定の例により所長が実施するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 15 条 補助事業者は、補助金を請求する場合は、交付請求書（様式第 11 号）を所長に提出し

なければならない。 

 

（補助事業終了後の報告書） 

第 16 条 補助事業者は、実施要領第 12 条の規定により、補助事業を実施した年度の次の年度か

ら５年間、補助事業において得られた成果等に関して、成果等活用状況報告書（様式第 12 号）

を所長に提出しなければならない。 

２ 前項の成果等活用状況報告書は毎年４月末までに所長に提出しなければならない。ただし、

４月末が土曜日、日曜日又は祝日である場合は、直前の開所日とする。 
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（財産処分の制限） 

第 17 条 補助事業者は、補助金により取得した財産の処分の制限に関し、財産の処分の取扱いの

規定に従わなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得した財産の処分について、事案が判明次第、速やかに所

長に報告し、協議しなければならない。 

 

（報告） 

第 18 条 補助事業者は、事業の実施において次の各号のいずれかに該当する場合には速やかに所

長に報告するものとする。 

(1) 事業者の名称、住所（所在地）又は代表者の変更を行った場合 

(2) 所長が特に必要と認める事項について報告を依頼した場合 

 

（補助事業者に対する指導） 

第 19 条 所長は、必要に応じて補助事業の進捗状況を確認し、適切に補助事業が遂行されるよう

に補助事業者を指導することができる。 

 

（疑義への対応） 

第 20 条 補助事業者は、この要領に関して疑義が発生したときは、速やかに所長に報告するもの

とし、その内容について調整を図らなければならない。 

 

（雑則） 

第 21 条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付等について必要な事項は、所長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この交付要領は、令和４年度４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この交付要領は、令和５年度（2023 年度）分の補助金から適用する。 

 

附 則 

 この交付要領は、令和６年度（2024 年度）分の補助金から適用する。 
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別表第１（第６条関係） 

 

補助事業の補助対象経費 

区 分 区分の内容 

報償費 ・ 外部専門家等からの役務の提供等に対する謝礼 

・ 業務委託契約を締結したことに伴う外部専門家等に対する謝礼は、委託料 

において対応すること 

費用弁償 ・ 外部専門家等の招聘に要する旅費 

・ 業務委託契約を締結したことに伴う専門家招聘に要する旅費は、委託料 

において対応すること 

需用費 ・ 一度の使用でその本来の効用を失うもの（薬品や資材等の消耗品の類）及

び短期日に消耗しないが、その性質が長期使用に適さず、備品 1)に至らな

い物品（簡単な測量器や研究器具等の消耗器材の類）の取得に要する経費 

・ 購入する量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時に使い切ることを原則 

とし、補助事業終了時での未使用残存品は対象から除外 

1) 備品購入費参照 

備品購入費 ・ 需用費の対象である物品を除いた物品の購入に要する経費 

・ 備品の定義は、以下のとおり 

(1)  比較的長期間、性質又は形状を変えることなく使用に耐える物品又は 

長期間にわたり保存すべき物品であって、１品の取得価格又は取得評 

価額が 10万円以上のもの 

(2)  ただし、以下の物品については、消耗品扱いとして差し支えない 

① ガラス製品等の破損しやすい物品 

② 図書類のうち、年鑑、年版、年度版又はこれらに類する物品 

・ 備品の購入と同時に当該備品に付随する消耗品の購入に要する経費を対 

象とし、関連消耗品の大量購入等事前購入を目的とした消耗品の購入は 

対象から除外 

・ 備品の設置やシステム導入に係る初期設定等一体で捉えられる軽微なす

え付けに要する経費を対象とし、設置しようとする既存物件の改築（室内 

  壁等の撤去等容積率を変更しない改築や物件の増築等を含む）等の工事 

  に要する経費は対象から除外 

役務費 ・ サービスの提供に対して支払われる経費 

・ 分析、検査等を外部機関に対して依頼する際に必要な経費 2) 

・ システム保守等、本補助事業において整備したシステムの運用・保守に要 

  する経費 3),4) 

・ 業務委託契約に基づいて実施する分析、検査等は、委託料において対応す

ること 

・ 発注先において、機械装置等を購入する費用は、補助対象の経費から除外 

 2） 佐賀県公設試験研究機関に依頼する場合、佐賀県工鉱業試験手数料及び 

   使用料条例施行規則に規定された手数料の額 

3） 見積書等によって確認できるシステムの運用・保守であり、本補助事業 

において導入したシステムの運用・保守に係る経費を対象とし、既存の 

システム及び自社社員により構築したシステムの運用・保守に係る経費

は対象から除外（業務委託に類するものは役務費の対象から除外） 

 4) 運用・保守に係る業務等が、補助対象期間を超えるときは、業務を開始 

   した日から補助対象期間終了日までを補助対象とし、日数で按分した額 

   を算出（期間に要する経費から１日あたりの経費（小数点以下切り捨て） 

   を算出し、補助の対象となる日数を乗じた額を対象） 

委託料 

 

 

・ 補助事業において必要な業務を外部機関に委託する際に要する経費 

・ 業務委託に係る契約を締結すること及び委託した業務に係る報告書を提 

  出させることが委託料計上の必須要件 
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 ・ 委託先における機械装置を購入する費用等は、補助対象の経費から除外 

・ 業務委託の内容は、補助事業に関係のある内容を対象とし、補助対象期間 

  内に業務委託が開始されたものを補助対象 

・ 補助対象期間を超えてコンサルティング等を業務委託する場合は、契約を 

  締結した日から補助対象期間終了日までを補助対象とし、日数で按分した 

  額を算出（期間に要する経費から１日あたりの経費（小数点以下切り捨て） 

  を算出し、補助の対象となる日数を乗じた額を対象） 

使用料及び 

賃借料 

・ 機械、装置、工具及び専用ソフトウェア等の借用 5)に要する経費 6) 

5） いわゆる見積書、契約書等が確認できるリース・レンタル等をいい、補 

助対象期間を超える契約等の場合は、契約等を締結した日から補助対象 

期間終了日までを補助対象とし、日数で按分した額を算出 

  6) 佐賀県公設試験研究機関の場合、佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条 

例施行規則に規定された使用料の額 

負担金 ・ 公的認証や民間認証等の取得に係る経費 7) 

 7) 認証期間（認証の有効期間等と同意）が複数年にわたる、又は補助対象 

   年度を超える場合、認証等を受けた日から補助対象期間内に負担する経 

   費が対象（認証期間に要する経費を認証期間の日数で按分して１日あた 

りの経費（小数点以下切り捨て）を算出し、補助の対象となる日数を乗

じた額を算出） 

その他 ・ その他所長が必要と認める経費 
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別表第２（第６条関係） 

 

補助事業の対象として認められない経費 

(1)  交付決定日よりも前に、発注、購入、契約等を実施したものに係る経費 

(2)  販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費 

(3)  家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費に係る経費 

(4)  不動産の購入、既存物件の改築（室内壁等の撤去等容積率を変更しない改築や物件の 

 増築等を含む）等、自動車等車両の購入、修理、車検に係る経費 

(5)  電話代、インターネット利用料金等の通信費、クラウド利用等汎用性の高い費目に係る 

 経費 

(6)  文房具などの汎用性の高い事務用品等の消耗品、雑誌・新聞購読、団体等会費に係る 

 経費 

(7)  汎用性があり、目的外使用として他業務においても利用可能な物品購入に係る経費 

 （事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等） 

(8)  中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入に係る経費 

(9)  飲食、奢侈、娯楽、接待等に係る経費 

(10) 商品券等の金券に係る経費 

(11) 各種保険料に係る経費 

(12) 振込等における手数料に係る経費（代金引換手数料を含む） 

(13) 収入印紙に係る経費 

(14) 公租公課（消費税及び地方消費税額等）に係る経費 

(15) 借入金などの支払利息及び遅延損害金に係る経費 

(16) 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う経費及び訴訟等のた 

   めの弁護士に支払う経費 

(17) 補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成、送付に係る経費 

(18) 上記の他、公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 

 

 


